
【問い合わせ先】  

＜①に関すること＞ 

住宅局建築指導課 企画専門官 野口（内線 39520）、係長 小林（内線 39539） 

電話 代表：03-5253-8111、直通：03-5253-8513 

 ＜②に関すること＞ 

住宅局参事官（建築企画担当）付 企画専門官 上野（内線 39532）、係長 久保（内線 39537） 

電話 代表：03-5253-8111、直通：03-5253-8126 

＜全体に関すること＞ 

住宅局建築指導課 課長補佐 新井（内線 39517）、係長 外山（内線 39555） 

電話 代表：03-5253-8111、直通：03-5253-8513 

                       

 

令 和 ７ 年 1 1 月 1 4 日 

住宅局 建 築 指 導 課            

参事官（建築企画担当）付 

建築基準適合判定資格者等の登録等をオンラインで行う場合の手数料額について  

～「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定～ 

１.背景 

建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格者の国土交通大臣の登録申請等については、「デジ

タル社会の実現に向けた重点計画」（令和６年６月 21日閣議決定）において、オンライン化対象手続とし

て位置づけられ、国家資格等情報連携・活用システムを活用したオンラインによる受付を令和７年 12 月

１日に開始することを予定しているところです。これにより、登録又は登録証の訂正若しくは再交付に係

る作業時間が短縮されること等を踏まえ、実費を勘案して定めることとしているこれらの資格者の登録手

数料の額について、所要の見直しを行います。 

２.政令の概要 

建築基準法施行令第 136 条の２の 19 において定める建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資
格者の登録又は登録証の訂正若しくは再交付に係る手数料の額について、オンラインによる申請を行った
場合の額を以下のとおり定めることとします。 

 

①建築基準適合判定資格者：１万３千円（※ 紙申請の場合は、従来どおり１万５千円） 

②構造計算適合判定資格者：１万円（※ 紙申請の場合は、従来どおり１万２千円） 

 

（※）オンライン申請の方法について、①についてはこちら、②についてはこちらをご参照ください。 

 

３.スケジュール 

 公布：令和７年 11月 19日（水） 

 施行：令和７年 12月１日（月） 

建築基準適合判定資格者等の登録手数料額を定める「建築基準法施行令の一部を改正

する政令」が、本日（11月 14日）、閣議決定されました。 

 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000213.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_mn_000017.html


 
 

建築基準法施行令の一部を改正する政令案要綱 

 

１ 建築基準適合判定資格者等の登録手数料額について 

 建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格者の登録又は登録証の訂正若しく

は再交付に係る申請を、電子情報処理組織を使用する方法により行う場合の手数料の

額を定める。（第百三十六条の二の十九関係） 

  

２ 施行期日 

この政令は、令和七年十二月一日から施行する。（附則関係） 
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